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横 浜 市 市 民 協 働 条 例 

横浜市条例（第３４号） 平成 24年 6月 25日公布 

 

横浜市市民活動推進条例（平成１２年３月横浜市条例第２６号）の全部を改正する。 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 市民協働 

第１節 市民公益活動（第５条―第７条）  

第２節 市民協働事業（第８条―第１５条） 

第３節 中間支援組織（第１６条） 

 第３章 市民協働推進委員会（第１７条―第１９条） 

 第４章 雑則（第２０条―第２２条） 

 附則 

横浜市では、これまで多くの市民の努力のもとに、自主的で自由な市民の活動に幅広

く支援が行われてきた。特に不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし

た市民の活動の支援を推進するとともに、市民協働の発展にも力を注いできた。 

広範で豊かな市民の活動があって、初めて市民協働も進展していくのである。 

いま時代の展開とともに、市民協働の現場からは、より適切なパートナーシップの構

築のため、協働で行う事業の進め方等について、新たな規範を定める必要性が指摘され

てきた。 

市民協働は、行政と市民、市民団体及び地縁による団体等市民協働を実施するものた

ちの協議によって個々に形づくられていくものである。そのため、市民協働の形態も多

岐にわたることになる。 

このような市民協働による社会は、自ら目指すところにより活動していくための自由

と権利が保障されている社会であるとともに、お互いを尊重し合い、自己のみの利益追

求ではなく、相互に助け合うことのできる社会である。 

ここに、市民協働を進める上で必要となる横浜市の責務と踏まえておくべき基本的事

項を定め、市民の活動や市民協働の環境を整備するとともに、市民の知恵や経験を市政

に反映することにより協働型社会の形成を図るものである。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市民協働に関する基本的事項を定めることにより、市民等が自ら

広く公共的又は公益的な活動に参画することを促進し、もって自主的・自律的な市民

社会の形成に資することを目的とする。 

横浜市市民協働推進委員会の根拠法令 

第７期第１回横浜市市民協働推進委員会 資料１ 
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 （定義） 

第２条 この条例において「市民等」とは、市民、法人、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第 260 条の２第１項に定める地縁による団体及びこれらに類するものをい

う。 

２ この条例において「市民協働」とは、公共的又は公益的な活動及び事業を横浜市（以

下「市」という。）と市民等とが協力して行うことをいう。 

３ この条例において「市民公益活動」とは、市民等が行う公共的又は公益的な活動を

いう。 

４ この条例において「市民協働事業」とは、市と市民等が第８条に定める基本原則に

基づいて取り組む事業をいう。 

５ この条例において「中間支援組織」とは、市と市民等を相互に媒介し、市民等の自

立と課題解決を支援するため、市民等のネットワーク化と交流促進、情報収集と提供、

相談とコンサルティング、調査研究、人材育成と研修、活動支援と助成又は政策提言

等を行う組織をいう。 

 （市の責務） 

第３条 市は、市民公益活動及び市民協働事業が円滑に行われるために、情報の提供並

びに人的、物的、財政的及び制度的にできる限りの支援をしなければならない。 

２ 市は、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄

与することを目的とする活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。 

 （市民等の責務） 

第４条 市民等は、市から財政的支援を受けた市民公益活動及び市民協働事業について

は公正に行わなければならない。 

２ 市民等は、その特性を生かしながら市民協働事業を行うとともに、活動内容が広く

市民の理解を得られるように努めなければならない。 

第２章 市民協働 

  第１節 市民公益活動 

 （市民公益活動） 

第５条 市は、市民等が行う市民公益活動（次の各号に掲げるものを除く。）を特に公

益性が高いと判断したときは、活動場所の提供及び財政的支援をすることができる。 

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする

活動 

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活 

 動 

(3) 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第 100号）第３条に規定する公職をい

う。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動 
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(4) 営利を主たる目的とする活動 

 （市民活動推進基金） 

第６条 市民公益活動を財政的に支援するために、市に横浜市市民活動推進基金（以下

「基金」という。）を設置する。 

２ 市が基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。 

３ 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の確実かつ有利な方法により保管し

なければならない。 

４ 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものと

する。 

５ 基金は、その設置の目的を達成するために必要がある場合に限り、その全部又は一

部を処分することができる。 

 （支援申請等） 

第７条 市民等は、市から助成金の交付、施設の優先的使用等特別な支援を受けて市民

公益活動を行うときは、あらかじめ規則で定める書類を市長に提出しなければならな

い。 

２ 市民等は、前項の活動が終了したときは、速やかに、事業報告書を市長に提出しな

ければならない。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、前２項の規定により提出された書類について、

当該市民等に報告又は説明を求め、その結果に基づいて必要な措置を講ずることがで

きる。 

４ 市長及び当該市民等は、規則で定めるところにより、第１項及び第２項に規定す

る書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。 

第２節 市民協働事業 

 （市民協働事業の基本原則） 

第８条 市及び市民等は、次に掲げる基本原則に基づいて、市民協働事業を行うものと

する。 

(1) 市及び市民協働事業を行う市民等は、対等の立場に立ち、相互に理解を深めるこ

と。 

(2) 市及び市民協働事業を行う市民等は、当該市民協働事業について目的を共有する

こと。 

(3) 市及び市民協働事業を行う市民等は、当該市民協働事業について、その情報（第

１３条に規定する秘密を除く。）を公開すること。 

(4) 市及び市民協働事業を行う市民等は、相互の役割分担を明確にし、それぞれが当

該役割に応じた責任を果たすこと。 

(5) 市は、市民協働事業を行う市民等の自主性及び自立性を尊重すること。 
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（市民協働事業を行う市民等の選定） 

第９条 市長は、市の発意に基づき市民協働事業を行おうとするときは、その相手方と

なる市民等を公正な方法により選定しなければならない。 

２ 市長は、市民協働事業の相手方となる市民等の選定に当たっては、当該市民協働事

業に必要な技術、専門性、サービスの質その他の事業を遂行する能力を総合的に考慮

しなければならない。 

（市民協働事業の提案） 

第１０条 市民協働事業を行おうとする市民等は、市に対し、市民協働事業を提案する

ことができる。 

２ 市長は、前項の提案が行われたときは、速やかに、当該提案を審査し、採用の要否

を決定し、理由を付して提案者に通知しなければならない。この場合においては、前

条第２項の規定を準用する。 

 （自主事業） 

第１１条 市民協働事業を行う市民等は、当該市民協働事業に支障がない限り、当該市

民協働事業以外の事業（以下「自主事業」という。）を当該市民協働事業とともに行う

ことができる。 

２ 市民等は、自主事業を行うときは、あらかじめ市に届け出るものとする。自主事業

を終了したときも同様とする。 

（協働契約） 

第１２条 市は、第９条第１項の選定又は第１０条第２項の決定により市民協働事業を

行う場合は、規則で定める軽易なものを除き、当該市民協働事業を行う市民等と市民

協働事業に関する契約（以下「協働契約」という。）を締結するものとする。 

２ 前項の協働契約には、事業目的、事業の進め方並びに役割、費用及び責任の分担そ

の他規則で定める事項を定めるものとする。 

 （秘密の保持） 

第１３条 市民協働事業を行う市民等は、当該市民協働事業を行うにつき知り得た秘密

を漏らしてはならない。当該市民協働事業が終了した後も、また同様とする。 

（負担） 

第１４条 市は、市民協働事業を行う市民等に対して、公益上必要な負担を負うものと

する。この場合において、市は、市民等の自主性及び自立性を重んじるとともに、効

率的・効果的なものとしなければならない。 

 （事業評価） 

第１５条 市及び市民等は、当該市民協働事業の終了後（当該市民協働事業が年度を越

えて継続する場合は、年度終了後）に、事業の成果、役割分担等について、相互に評

価を行うものとする。 

２ 前項の規定により評価を行った場合には、当該評価を公表するものとする。 
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第３節 中間支援組織 

 （中間支援組織） 

第１６条 市及び市民等は、市民協働事業を円滑に進めるため、中間支援組織の育成に

努めるものとする。 

２ 市及び市民等は、中間支援組織の助言に対して誠実に対応するものとする。 

第３章 市民協働推進委員会 

（市民協働推進委員会） 

第１７条 市民協働の推進に関し必要な事項を調査審議するため、市長の附属機関とし

て、横浜市市民協働推進委員会（以下「市民協働推進委員会」という。 

）を置く。 

２ 市民協働推進委員会は、市民協働の推進に関し必要な事項について、市長に意見を

述べることができる。 

３ 市民協働推進委員会に、必要に応じ部会を置くことができる。 

 （組織） 

第１８条 市民協働推進委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 市民等 

(3) 前２号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

（委員の任期） 

第１９条 前条第２項の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 前条第２項の委員は、再任されることができる。 

第４章 雑則 

（報告） 

第２０条 市長は、市における市民協働の取組み状況について、適宜、議会に報告する

ものとする。 

（読替え） 

第２１条 水道事業、交通事業及び病院事業並びに教育委員会において行う市民協働に

ついては、この条例（第３章及び附則第１項を除く。）の規定中「市長 

」とあるのは「公営企業管理者」又は「教育委員会又は教育長」と、「規則」とあるの

は「企業管理規程」又は「教育委員会規則」と読み替えるものとする。 

 （委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（適用） 

２ この条例は、この条例の施行の日以後に始める市民協働から適用し、同日前に現に

行われている市民協働については、なお従前の例による。 

 （見直し） 

３ この条例の施行の日から起算して３年ごとに、この条例の施行状況について検討を

加え、その結果に基づいて見直しを行うものとする。 
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横浜市市民協働条例施行規則 

（趣旨） 
第１条 この規則は、横浜市市民協働条例（平成 24 年６月横浜市条例第 34 号。以下「

条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
 （定義） 
第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 
 （提出する書類） 
第３条 条例第７条第１項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。 
(1) 助成金の交付を受ける場合 
 ア 申請するとき 
  （ア）助成金の交付を申請する書類 

   (イ) 助成金の交付を受けて行う事業の計画及び当該事業の収支予算を記載した

書類 

   （ウ）当該年度の活動計画及び収支予算を記載した書類 

   (エ) 前年度の活動実績及び収支計算を記載した書類 

   (オ) 規約、定款その他これらに類する書類 

  イ 交付を受けるとき 

    助成金の交付を決定した書類の写し 

 (2) 施設を優先的に使用する場合 

  ア 申請するとき 

  （ア）施設の優先的使用を申請する書類 
   (イ) 施設を優先的に使用して行う事業の計画及び当該事業の収支予算を記載し

た書類 

   （ウ）前号ア（ウ）から(オ)までに掲げる書類 

  イ 使用するとき 

    施設の優先的使用を決定した書類の写し 

２ 条例第７条第２項に規定する事業報告書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める書類とする。 

 (1) 助成金の交付を受けた場合 助成金の交付を受けて行った事業の結果及び当該

事業の収支計算を記載した書類 

 (2) 施設を優先的に使用した場合 施設を優先的に使用して行った事業の結果及び

当該事業の収支計算を記載した書類 

 （書類の閲覧） 

第４条 条例第７条第４項の規定による閲覧は、次の表に定めるところにより行うもの

とする。 
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閲覧に供  

する者 

閲覧に 

関する事項  

 

 

 市   民   等   市      長    

閲 覧 場 所    主たる事務所の所在地又は 

代表者の住所その他市民等が 

指定する場所              

 助成金の交付又は施設の優先  

的使用を決定した部署の事務所  

閲 覧 時 間    市民等が指定する時間   

 

 助成金の交付又は施設の優先  

的使用を決定した部署の事務所  

の事務取扱時間         

閲 覧 期 間    前条第１項第１号及び第２号に掲げる書類にあっては助成金の

交付を受け、又は施設を優先的に使用する日から、同条第２項第

１号及び第２号に掲げる書類にあっては当該書類を市長に提出し

た日からそれぞれ２年間とする。  

                         

   

 
 （協働契約の締結を要しないもの） 

第５条 条例第12条第１項に規定する規則で定める軽易なものは、市民協働事業

の規模、期間等を総合的に考慮し、軽易なものとして市長が認めるものとする

。 

 （協働契約に定める事項） 

第６条 条例第12条第２項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

(1) 成果の帰属に関する事項 

(2) 条例第13条に規定する秘密の取扱いに関する事項 

 (3) 事業実施期間 

 (4) 契約の解除に関する事項 

 (5) その他必要な事項 

 （委員長） 

第７条 条例第17条第１項に規定する横浜市市民協働推進委員会（以下「市民協

働推進委員会」という。）に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、市民協働推進委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が

指名する者がその職務を代理する。 
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 （市民協働推進委員会の会議） 

第８条 市民協働推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長とな

る。 

２ 市民協働推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことが

できない。 

３ 市民協働推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、委員長の決するところによる。 

 （部会） 

第９条 市民協働推進委員会に、横浜市市民活動運営支援事業部会及び横浜市市

民協働推進センター事業部会を置く。 

２ 横浜市市民活動運営支援事業部会は、条例第６条第１項の規定による市民公

益活動に対する財政的支援に関し必要な事項を調査審議する。 

３ 横浜市市民協働推進センター事業部会は、条例第９条第１項の規定による選

定又は条例第10条第２項の規定による決定、市民協働事業に係る財政的支援（

前項に規定するものを除く。）その他の市民協働事業の推進に関し必要な事項

を調査審議する。 

４ 各部会は、委員長が指名する委員及び次条第２項の規定に基づき市長が任命

する専門委員をもって組織する。 

５ 各部会に部会長を置く。 

６ 第７条第２項から第４項までの規定は部会長について、前条の規定は部会の

会議について、第11条の規定は部会長による関係者の意見聴取等について、そ

れぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「部

会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員及び専門委員」と、「市民協働推進

委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。 

 （専門委員） 

第10条 特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、部会に専門委員を

置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験のある者、市民公益活動を行う市民等の代表者その他

市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。 

３ 専門委員の任期は、２年以内で市長が定める期間とする。 

４ 専門委員は、再任されることができる。 

 （関係者の意見聴取等） 

第11条 委員長は、市民協働推進委員会において必要があると認めるときは、関

係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出

を求めることができる。 
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 （庶務） 

第12条 市民協働推進委員会の庶務は、市民局において処理する。 

 （市民協働推進委員会の運営） 

第13条 この規則に定めるもののほか、市民協働推進委員会の運営に関し必要な

事項は、委員長が市民協働推進委員会に諮って定める。 

 （委任） 

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

 （経過措置） 

２ この規則の施行後最初の市民協働推進委員会の会議は、市長が 

 招集する。 

 

附 則（令和２年３月規則号外第４号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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横浜市市民協働推進委員会運営要領 

 
 （趣旨） 
第１条 この要領は、横浜市市民協働条例（平成 24 年６月横浜市条例第 34 号）第 17 条に

基づく横浜市市民協働推進委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し必要な事項を

定めるものとする。 
 
 （議事日程） 
第２条 委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、委員会の議事日程を定め、あらか

じめ委員会の委員（以下「委員」という。）に通知するものとする。ただし、急を要する

場合は、この限りでない。 
２ 委員長が必要と認めるとき、又は委員からの発議があったときは、委員長は、委員会に

諮り、討議を行わないで、議事日程を変更することができる。 
 
 （開会等） 
第３条 委員会の開会、閉会、中止等は、委員長がこれを宣告する。 
２ 委員長は、開会の宣告後、会議の定足数を確認するものとする。 
３ 委員長は、委員の出席数が定数に満たないとき、又は会議中出席者数が定足数を欠けた

ときは、延会又は休憩を宣告するものとする。 
 
 （議事の運営） 
第４条 議事の運営は、前回の会議録の承認、報告、説明、質疑、討論及び議決の順序によ

るものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、この限りでない。 
 
 （発言及び採決） 
第５条 委員会において発言しようとするものは、委員長を呼び、委員長の許可を得た上、

簡潔に、かつ議題に則して発言しなければならない。 
２ 委員長は、質疑及び討論の終結を宣告しようとするときは、委員会に諮り、討議を行わ

ないで、これを決定するものとする。 
３ 委員長は、採決するときは、その旨を宣告するものとする。 
 
 （会議録） 
第６条 委員会は、会議録を作成するときは、次の事項を記録するものとする。  
 (1) 開催日時 
 (2) 開催場所 
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 (3) 出席委員及び欠席委員の氏名 
 (4) 開催形態（公開、一部非公開等） 
 (5) 議案に関する議事及び議決の状況 
 (6) 議案及び関係資料 
 (7) その他委員会が必要と認める事項 
２ 前項の場合において、会議録は、審議経過、結論等が明確となるよう作成し、委員会の

会議において確認を得るものとする。ただし、非公開の会議に係る会議録の確認を得る場

合又は次回の会議開催まで１箇月以上を要する場合においては、各委員への持ち回り又

は委員会があらかじめ指名した者の確認を得ることとすることができる。 
 
 （委員会の会議の公開） 
第７条 委員会の会議は、公開とする。 
２ 委員会の会議の傍聴を希望する者は、会場の受付で氏名及び住所を記入し、傍聴券の交

付を受けなければならない。 
３ 前項の傍聴券は、会議当日、先着順に交付する。ただし、委員会が必要と認めるときは、

抽選によることができる。 
 
 （会議資料の配布） 
第８条 委員会の会議を公開するときは、会議を傍聴する者（以下「傍聴者」という。）に

会議資料を配布するものとする。この場合において、傍聴者に配布する会議資料の範囲は、

委員長が定める。 
 
 （秩序の維持） 
第９条 傍聴者は、会場の指定された場所に着席しなければならない。 
２ 傍聴者は、会場において、写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、委員

長が許可した場合は、この限りでない。 
３ 危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他委員長が会議の運営に支障がある

と認める者は、会場に立ち入ってはならない。 
 
 （会場からの退去） 
第 10 条 委員長は、傍聴者が会議の進行を妨害する等会議の運営に支障となる行為をする

ときは、当該傍聴者に会議の運営に協力するよう求めるものとする。この場合において、

委員長は、当該傍聴者がこれに従わないときは、会場からの退去を命じることができる。 
 
 （会議の非公開） 
第 11 条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月横浜市条例第１号）
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第 31 条ただし書の規定により会議を非公開とするときは、委員長は、その旨を宣告する

ものとする。 
２ 委員長は、委員の発議により会議を非公開とするときは、各委員の意見を求めるものと

する。 
３ 会議を非公開とする場合において、会場に傍聴者等がいるときは、委員長は、その指定

する者以外の者及び傍聴者を会場から退去させるものとする。 
 
   附 則 
 この要領は、平成 25 年４月１日から施行する。  
 


